
○平成30年度において新たに設置された事業及び前年度の調査対象事業でその後廃止された事

業は、次のとおりである。

法適用事業 新 規 事 業（７事業）
伊達市（北海道） 訓子府町（北海道） 更別村（北海道）
糸魚川市（新潟県） 新宮市（和歌山県） 江府町（鳥取県）
香南市（高知県）

廃 止 事 業（１事業）

香川県

法非適用事業 新 規 事 業（０事業）

廃 止 事 業（３５事業）
伊達市（北海道） 更別村（北海道） 奥州市（岩手県）
滝沢市（岩手県） 西和賀町（岩手県） 平泉町（岩手県）
新庄市（山形県） 寒河江市（山形県） 高崎市（群馬県）
糸魚川市（新潟県） 七尾市（石川県） 勝山市（福井県）
郡上市（岐阜県） 舞鶴市（京都府） 宮津市（京都府）
亀岡市（京都府） 南丹市（京都府） 河南町（大阪府）
田辺市（和歌山県） 新宮市（和歌山県） 紀の川市（和歌山県）
江府町（鳥取県） 浜田市（島根県） 益田市（島根県）
津和野町（島根県） 鏡野町（岡山県） 香南市（高知県）
松浦市（長崎県） 南島原市（長崎県） 佐伯市（大分県）
豊後高田市（大分県） 小林市（宮崎県） 串間市（宮崎県）
中種子町（鹿児島県） 龍郷町（鹿児島県）

新 規 事 業 廃 止 事 業

法適用事業 ７ 事業 １ 事業

法非適用事業 ０ 事業 ３５ 事業

合 計 ７ 事業 ３６ 事業
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